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GIAP THIN 2024 新年明けましておめでとうございます。

デロイトベトナムは、新しい1年が素晴らしい年になるように、

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

新年を迎えるにあたり、2024年における税務コンプライアンスカレンダーをご

紹介させていただきます。本カレンダーは、2024年1月現在の税務管理規則に

基づいて作成されております。貴社の税務コンプライアンスの適切な遵守、

将来の税務リスクの軽減のため、本カレンダーをお役立ていただければ幸いです。

デロイトベトナムでは、貴社の継続的なご発展を、サポートさせていただけるこ

とを願っております。

(*) 2024年は閏年にあたります。



• 祝日

• 月次のVAT、PIT、FCWTの申告及び支払

• 四半期ごとのVAT、PITの申告及び支払
• 四半期ごとのCITの支払

• 年次PIT、CITの確定申告及び支払
• 年次移転価格申告

• 月次の社会保険、健康保険、失業保険の支払

雇用マネジメント：

• 失業保険への拠出に関する年次レポート

• 従業員の変動に関するレポート

• 従業員の変動に関する通知

• 労働災害に関するレポート

• 外国人労働者の雇用に関するレポート

• 外資企業にてのベトナム人労働者の採用・雇用に関するレポート

カラーコードの割り付け

略称
SHUI 社会保険、健康保険、失業保険 PIT 個人所得税

VAT 付加価値税 CIT 法人税

FCWT 外国契約者税

カレンダーの間の位置しておりますアイコンをクリックいただくことにより、
クリックした月のカレンダーに表示を切り替えることができます。
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1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

02

• 年次CIT確定申告（TPフォームを添付）及び支払の確定、

支払（2023年9月30日が決算日の場合）

• 2023年12月における従業員の変動に関するレポート

（ある場合）

___________

04
• 2023年の外国人労働者の雇用に関するレポート

___________

09

• 2023年の労働災害に関するレポート

___________
12

• 失業保険への拠出に関する年次レポート

___________

22
• 2023年12月における月次VAT、PIT、FCWTの申告及

び支払

___________

30

• 2023年の第4四半期の仮計算CITの支払
___________

31

• 2023年の第4四半期のVAT、PITの申告及び支払

• 2024年1月における月次のSHUIの支払い
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02
• 2024年1月における従業員の変動に関する

レポート（ある場合）

___________

20
• 2024年1月における月次VAT、PIT、FCWT

の申告及び支払

___________

29
• 2023年2月における月次のSHUIの支払

___________
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月 火 水 木 金 土 日
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01
• 2024年2月における従業員の変動に

関するレポート（ある場合）

_____________

20
• 2024年2月における月次VAT、PIT、

FCWTの申告及び支払

_____________

29
• 2024年3月における月次のSHUIの

支払
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月 火 水 木 金 土 日

01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

フンヴォン
王の命日

22 23 24 25 26 27 28

29 30

南部開放
記念日

01
• 2023年のCITの確定、支払（組織の場

合）; 年次CIT確定申告（TPフォームを添

付）及び支払の確定、支払（2023年12月

31日が決算日の場合）

_____________

02
• 2024年3月における従業員の変動に関する

レポート（ある場合）

_____________

22
• 2024年 3月における月次 VAT、 PIT、

FCWTの申告及び支払

_____________

29
• 2024年4月における月次のSHUIの支払

_____________

04



02
• 2024年の第1四半期の仮計算CITの支払

• 2024年の第1四半期のVAT、PITの申告

及び支払

• 個人の2023年度のPITの申告及び支払

• 2024年4月における従業員の変動に関す

るレポート（ある場合）

___________

20
• 2024年4月における月次VAT、PIT、

FCWTの申告及び支払

___________

31
• 2024年5月における月次のSHUIの支払

___________
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月 火 水 木 金 土 日
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03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

06

03
• 2024年5月における従業員の変動に関す

るレポート（ある場合）

___________

04
• 2024年の上半期における従業員の変動

に関するレポート

___________

20
• 2024年5月における月次VAT、PIT、

FCWT の申告及び支払

___________

28
• 2024年6月における月次のSHUIの支払



01
• 年次CIT確定申告（TPフォームを添付）及び支払の確定、

支払（2024年3月31日が決算日の場合）

____________

02
• 2024年6月における従業員の変動に関するレポート（ある

場合）

____________

04
• 2024 年上半期の労働災害に関する概要レポート

• 2024年上半期の外国人労働者の雇用状況に関するレポート

____________

22
• 2024年6月における月次VAT、PIT、FCWTの申告及び支払

____________

30
• 2024年第四半期ごとの仮計算CITの支払

____________

31
• 2024年第2四半期のVAT、PITの申告及び支払
• 2024年7月における月次のSHUIの支払
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月 火 水 木 金 土 日
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19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

08

08

02
• 2024年7月における従業員の変動に

関するレポート（ある場合）

___________

20
• 2024年7月における月次VAT、PIT、

FCWTの申告及び支払

___________

30
• 2024年８月における月次のSHUIの

支払



03
• 2024年8月における従業員の変動に関す

るレポート（ある場合）

20
• 2024年8月における月次VAT、PIT、

FCWTの申告及び支払

____________

30
• 年次CIT確定申告（TPフォームを添付）

の確定、支払（2024年06月30日が決算
日の場合）

• 2024年9月における月次のSHUIの支払

09

月 火 水 木 金 土 日
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建国記念日
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中秋
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02
• 2024年9月における従業員の変動に関する

レポート（ある場合）

___________

21
• 2024年9月における月次VAT、PIT、FCWTの

申告及び支払

___________

30
• 2024年の第3四半期の仮計算CITの支払

___________

31
• 2024年第3四半期のにVAT、PITの申告及び

支払

• 2024年10月における月次のSHUIの支払
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01
• 2024年10月における従業員の変動に

関するレポート（ある場合）

___________

20
• 2024年10月における月次VAT、PIT、

FCWTの申告及び支払

___________

29
• 2024年11月における月次のSHUIの

支払
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02
• 2024年11月における従業員の変動に

関するレポート（ある場合）

04
• 2024年における従業員の変動に関す

るレポート

___________

20
• 2024年11月における月次VAT、PIT、

FCWTの申告及び支払

___________

31
• 年次CIT確定申告（TPフォームを添

付）の確定、支払（2024年09月30日

が決算日の場合）
• 2024年12月における月次のSHUIの

支払

月 火 水 木 金 土 日
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クリスマス

30 31
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1. 市場参入

新市場に参入する際には、投資家にとって多くの

オポチュニティーが存在している一方で、潜在的

なリスクも存在しております。

弊社の「市場参入」ソリューションパッケージで

は、オポチュニティーを模索するとともに、リス

クを軽減し、ベトナム市場にスムーズに対応する

為に、外国人投資家に専門的な支援を提供してお

ります。

投資アドバイザリー

投資の意思決定前から投資意思決定後、正式な業

務開始時点まで、ベトナムの税務上考慮すべきこ

とや、利用可能な優遇税制について、アドバイス

を提供しております。

ライセンス

ベトナムでの事業に必要な事業免許及び証明証を

取得する過程において、お客様を支援させていた

だきます。

お客様がベトナムでのビジネスを開始された後、我々が包括的かつ実用的なソリューションを提供

するワンストップのTaxアドバイザーとなる事を目指す上で、弊社は、技術及び業界の専門知識と

共に、革新的なアイディア、グローバルネットワークを生かして、お客様に高品質なサービスを提

供することをコミットしており ます。

2. オペレーショナルエクセレンス

ベトナムの様々な税法（直接税と間接税の両方）

の遵守を強化し、日常業務での節税のオポチュニ

ティーを模索する事が我々の使命であります。

直接及び間接税のコンプライアンス

税務上の問題を引き起こす可能性のあるリスクエ

リアを特定し、税務コンプライアンスの目的に合

わせたビジネス指向のソリューションを提供いた

します。

海外駐在される従業員に対するサポートサービス

労働力のグローバルな流動性に対応する為に、専

門家のシームレスなネットワークを用いて、イミ

グレーション及び個人所得税上の要件への対応を

サポートさせていただきます。

税務上の優遇措置のスクリーニング及び計画

ベトナムへの投資に利用できる最適な税制上の優

遇措置の識別、及び取得をサポートさせていただ

きます。

税務顧問サービス

電話、電子メール、会議を通じて定期的に専門家

にご連絡いただき、契約内の時間及び料金内の中

で、日常業務中における税金やビジネス上の懸念

について、ご相談いただけます。

税務及び法務サービス



4. 市場からの撤退

最終的に、投資が十分に成熟した際に、投資プロジェ

クトや資本の移転、利益の本国への送金、又はベトナ

ムでの事業清算のいずれかによって市場から撤退する

事を検討される場合、弊社は、そのプロセス実行のサ

ポートをさせていただきます。

清算実行のアドバイザリー

戦略的な計画の策定、コストの最適化、及びベトナム

の法律の遵守をする為、清算手続きをどのように実施

するかについて、助言させていただきます。

利益の本国送金に関するコンプライアンス

ベトナムの規制への準拠性の評価をサポートをさせて

いただくのに加え、手続きの実施につきましてもサ

ポートさせていただきます。

3. リストラクチャリング

市場の状況への適応、ビジネスプロセスの合理

化、あるいは実効税率の引き下げのため、リス

トラクチャリングを行うことは、税制上のメ

リット及び相乗効果をもたらす可能性があります。

M&A

計画から実行及び合併統合（PMI）まで、M&A

プロセスの中で発生する様々な問題点について、

弊社では多くの知見・経験を有しております。

お客様がベトナムでのM&Aを進めるにあたり、

様々なサポートをさせていただけると考えてお

ります。

トランザクションアドバイザリー

トランザクションを実際に開始される際に、将

来の潜在的なリスクを軽減する為に、税務上の

影響に関する包括的な分析を実施させていただ

きます。

税務デューディリジェンス

買収ターゲットの潜在的な税務リスクを特定し、

バイサイドとセルサイド両方において、リスク

を軽減するためにアドバイスを提供させていた

だきます。

国際税

多国籍企業のクロスボーダー取引に関して、主

要な政策改革（OECD開発など）、BEPSの適用、

一方的な措置に関して、助言及びサポートさせ

ていただききます。



投資フェーズごとにおける上記のサービスに加え、全ての投資フェーズでの移転価格、国際貿易、国内における

税務調査/訴訟の対応に関しまして、以下のような広範なサービスをもとにサポートさせていただきます。

移転価格

事業運営のグローバル化に伴い、多国籍企業のグループ内取引に対して、ベトナ

ム税務当局による監視が強化されております。我々の移転価格チームは、対象分

野の専門家のグローバルネットワークに属しており、十分な専門知識及び複数の

業界でのサポート経験があります。弊社の移転価格チームは、対応計画の策定、

合理化、管理、解決を含むあらゆる範囲の移転価格ライフサイクルサービスの提

供に取り組んでおります。

貿易オペレーション

弊社の専門家チームは、関税及び貿易規制に関する知識を有しており、複雑な

規則に対して実務上どのように適用するかについて、健全で実用的なソリュー

ションを提供した実績があります。弊社の対象分野の専門的知識は広範であり、

以下が含まれております。

• サプライチェーンを最適化し、業務効率を高める為のグローバルレベル
での貿易計画

• 関税リスクの評価、関税分類、及び原産地（FTAコンプライアンス分析
を含む）

• 貿易コンプライアンス；通関後の税関監査（PCA）のサポート、税関コ
ンプライアンスを管理する為のソリューションのご提供

• 返金請求を含む税務訴訟の対応、解決のためのサポート、及び輸入/輸出
コントロール

税務調査、訴訟対応

弊社の税務調査/訴訟対応チームには、様々な管轄当局への深い理解と豊富な経験を持っている元政府関係者が所

属しております。お客様にご満足いただけるように、他社のサービスとの差別化がされており、部門を横断した

サービスを提供する為に組織化されております。弊社の税務調査/訴訟対応チームは、税務/関税にかかる問題へ

の対応として、事前の対策、税務/関税にかかる問題点の管理・解決に向けて、当局への嘆願/控訴、税金還付、

会社方針の変更のサポートなど、様々な局面において、お客様を効果的にサポートさせていただきます。



Pham Dinh Huynh
Director
+84 24 7105 0123
huynhpham@deloitte.com

2. Market Leaders by segment

Vu Thu Ha
Tax Partner
+84 24 7105 0024
hatvu@deloitte.com

Đang Mai Kim Ngan
Tax Partner
+84 24 7105 0024
ngandang@deloitte.com

Contact us
1. Tax & Legal Service

Vu Thu Nga
Tax Partner
+84 24 7105 0023
ngavu@deloitte.com

Bui Tuan Minh
Tax Partner
+84 24 7105 0022
mbui@deloitte.com

Thomas McClelland
National Tax Leader
+84 28 7101 4333
tmcclelland@deloitte.com
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Tax Partner
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handinh@deloitte.com

Vo Hiep Van An
Tax Partner
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Phan Vu Hoang
Tax Partner
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Bui Ngoc Tuan
Tax Partner
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Tat Hong Quan
Tax Partner
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quantat@deloitte.com
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Group 

Korean Services 
Group 

Deloitte Private

European Services 
Group
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Director
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Director
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wonsikson@deloitte.com

Brian Wong
Director
+84 24 7101 4357
wchenwei@deloitte.com
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Director
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fletcherbob@deloitte.com 

Hanoi Office

15th Floor, Vinaconex Building, 
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Vietnam. 
Tel: +84 24 7105 0000
Fax: +84 24 6288 5678

Ho Chi Minh City Office
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District 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tel: +84 28 7101 4555
Fax: +84 28 3910 0750

www.deloitte.com/vn
deloittevietnam@deloitte.com

Japanese Services 
Group 
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Director
+84 24 7105 0118
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bao gồm Auckland, Bangkok, Bắc Kinh, Hà Nội, Hồng Kông, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul,

Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được thực hiện
độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chi nhánh của pháp nhân đó,
được gọi chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Tổ chức
Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa ra
những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người đọc và
sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những thông tin
thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất
kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người
đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ
của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách
nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, công bố,
phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào.
DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý.


